
令和３年４月１日から

豊中市スマイルクリーン条例がスタートします！
（豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例）

ホームページはこちら

条例の目的
屋内の禁煙化により増加する屋外での無秩序な喫煙をなくし、
受動喫煙等たばこに関する様々な問題の解決を図ります

条例のポイント
1．市内鉄道８駅周辺を新たに「路上喫煙禁止区域」に指定
２．公園、屋外競技場は禁煙
３．駅周辺を中心に、屋外の公衆喫煙所を順次設けます
４．禁煙したい市民を応援します

条例に関するQ＆A
①加熱式たばこも規制の対象になりますか？
⇒健康増進法の内容等を勘案し、規制の対象とします。

②罰則はありますか？
⇒区域内において、喫煙の中止命令を出したにも関わらず、
喫煙を中止いただけない場合には、2万円以下の過料を徴収します。

③駅周辺、公園等の禁煙エリア以外は、喫煙していいですか？
⇒受動喫煙等を生じさせないよう周囲の状況に十分配慮してください。

【問合せ先】 豊中市保健所 健康政策課 ☎06-6152-7352

豊中市スマイルクリーン条例

「路上喫煙禁止区域」詳しくは裏面をご覧ください
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※縮尺は等しくありません


